
 

板橋区立志村第三中学校ＰＴＡ会則 
 

第 一 章   総     則 

第 1 条  本会は東京都板橋区立志村第三中学校ＰＴＡと称し、事務所を同校内に置く。 

第 2 条  本会の会員は、本会の趣旨に賛同し入会を希望した本校生徒の保護者と教職員とする。 

 

第 二 章   目     的 

第 3 条  本会は保護者と教職員の協力により、学校・家庭及び社会における教育の向上をはかり、 

その親睦と福祉を増進することを目的とする。 

 

第 三 章   活     動 

第 4 条  本会の目的を達成するために次の活動を行う。なお、その活動は、会員の保護者からボラ

ンティアを募って実施し、会員相互の支えによって成り立つものとする。 

１．教育活動の協力並びに会員相互の教養の向上 

２．広報紙の発行によるＰＴＡ活動への理解と協力 

３．保健衛生並びに福利厚生 

４．校外生活・活動への協力 

５．地域・環境の改善整備 

６．その他本会の目的達成に必要な活動 

 

第 四 章   役員・会計監査 

第 5 条  本会に次の役員・会計監査をおく。 

１．会長１名（保護者） 

２．副会長若干名（保護者、副校長） 

３．会計若干名（保護者、学校１名） 

４．会計監査３名（保護者２名、学校１名） 

第 6 条  役員・会計監査は役員が会員及び新会員（入学予定保護者）の中より定数だけ選び総会の

承認を得て決定する。 

第 7 条  役員・会計監査の任期は１年とし、重任を妨げない。但し補欠により就任した者の任期は

残任期間とする。 

第 8 条  役員・会計監査の任務は次のとおりとする。 

１．会長は本会を代表し、会務を総括し、総会・役員会及び実行委員会を招集する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 

また、総会・委員総会・役員会及び実行委員会の会合を通知し、その議事を記録する。 

     ３. 副会長・会計の人数は本部役員の話し合いによって、年度ごとに決定する。 

４．会計は本会の金銭出納に当たる。 

５．会計監査は本会の金銭出納を監査し、総会に報告する。 

 

第 五 章   運営ボランティア 

第 9 条  本会は会の運営及び学校の活動を支援するために、会員によるボランティアを募る。 

第 10 条  役員は、随時必要なボランティアを公表し、募集する。 

 

第 六 章   総     会 

第 11 条  総会は会長が招集し、年度当初に１回・年度末に１回開催し更に必要あれば臨時に開催す

ることができる。なお会員の５分の１以上の要求がある場合、会長は臨時総会を招集しな

ければならない。また、総会は対面形式における会議の他、書面、電磁的方法等、事前に

役員会が定める方法により、会員に周知の上、議決権の行使ができるものとする。 

第 12 条  総会は次の事項を行う。 

１．会務報告 

２．予算・決算の審議・承認 

３．行事計画の審議・承認 

４．役員の審議・承認 

５．その他重要な事項の審議・承認 



第 13 条 １．総会は委任状を含め、会員の過半数（書面または電磁的方法による議決権行使者も含む） 

        の出席によって成立する。 

  ２．総会の議決は会員の過半数の同意を要する。但し、賛否同数の場合は議長に一任する。 

 

第 七 章   顧 問 そ の 他 

第 14 条  本会は役員の承認を得て顧問を置くことができる。 

第 15 条  校長はすべての会合に出席し協議に参与することができる。 

第 16 条  学校側の役員・会計監査の選出は校長に一任する。 

 

第 八 章   会     計 

第 17 条  本会の経費は会費その他の収入をもってこれに当てる。また、経費は社会通念上妥当な範

囲内で実費を支払うものとする。 

第 18 条  会費の取り扱いは細則をもって定めることができる。 

第 19 条  会費は事情に応じて減免することができる。 

第 20 条  本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日とする。 

 

第 九 章   個人情報保護 

第 21 条  本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については学校の

個人情報保護の取り扱いに準じ、適正に運用するものとする。 

 

 

第 十 章   附     則 

第 22 条  本会則の改正は総会の議決を要する。 

第 23 条  本会則を実施するに当たり細則を設けることができる。 

第 24 条  本会の運営に関して必要な細則は､この会則に反しない限りにおいて、役員会の決議で過

半数以上の賛成をもって定める。また、細則を制定または改廃した場合、その結果を次期

総会において報告する。 

第 25 条  本会則は昭和２７年２月９日より施行する。 

 

平成１１年４月２３日一部改正 

平成１８年５月１２日一部改正 

平成２３年３月 ８日一部改正 

平成２７年５月１６日一部改正 

令和 ２年３月１３日一部改正 

令和 ４年５月１２日一部改正 

令和 ５年４月１９日一部改正 

令和 ６年３月１５日一部改正 

令和 ８年３月１３日一部改正 


